
町からのお知らせInformation

　認知症等により行方不明となる
おそれのある高齢者等に対して、
衣類や杖等にＱＲコードを貼りつ
けそれが読み取られると、ご家族
に保護通知メールが届く仕組みが
始まります。
【対象者】
　認知症等で行方不明になるおそ
れのある高齢者等
【利用方法】
　福祉課窓口にご相談ください。
※�詳しくは町ホームページをご覧
ください。

問：福祉課　☎37－5850

ほくえい見守りシールの配布を始めますほくえい見守りシールの配布を始めます

　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居
届等）は、国民健康保険及び国民年金の資格の確
認や、選挙人名簿への登録等につながる大切な手
続きです。
　入学・就職・転勤等による引越しで住所が変わ
る人は、住民票の異動届を忘れずに提出しましょ
う。手続きは町民課町民室、北条支所で受け付け
しています。
　転出届は、マイナポータルを通じてオンライン
でも届出ができます。

住所の異動手続きに必要なもの
・�本人確認できるもの（マイナンバーカード、免
許証等の顔写真付証明書１点、または保険証等
の証明書２点）
・�マイナンバーカード、住民基本台帳カードのうち、
所有しているもの（住所異動する人の全員分を
ご用意ください）
・�その他（印鑑や保険証等、各種保険の加入状況
や年齢によって必要なものがあります）

問：町民課町民室　☎37-5866

引越しの際は住所の引越しの際は住所の
異動手続きを忘れずに！異動手続きを忘れずに！

20歳以上の学生の皆さまへ20歳以上の学生の皆さまへ
国民年金保険料の特例制度国民年金保険料の特例制度
　国民年金は、20歳以上であれば学生でも加入し
なければなりませんが、所得が一定額以下であれば
納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
　学生納付特例の承認期間は４月～翌年３月までと
なります。
●対象となる人：次の全てを満たす人
①�大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門
学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、
一部の海外大学の日本分校等に在学する学生（夜
間・定時制課程、通信課程の人も含む）
②�本人の前年所得が128万円＋扶養親族等の数×
38万円＋社会保険料控除等　以下

※�すでに特例制度を受けており令和６年度以降も在
学予定の人には、３月以降にハガキ形式の学生納
付特例申請書が送付されます。同一学校に在学さ
れている人は、ハガキに必要事項を記入して返送
してください。
※�申請書には、居所ではなく住民票が登録されてい
る住所を記載してください。

問：倉吉年金事務所　☎26-5311
　　町民課町民室　☎37-5866

　戸籍法の改正により、戸籍制度が変わります。
●戸籍の広域交付が始まります
　本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸
籍証明書を請求できるようになります。
【請求できる人】
　本人、配偶者、直系親族（父母、祖父母、子、孫等）
【注意点】
・郵送や代理人による請求はできません。
・�本人確認のため、顔写真付きの身分証明書（マ
イナンバーカード、免許証等）の提示が必要です。

【対象となる証明書】
広域交付の対象となる証明書 金額

戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本 750円
改正原戸籍謄本 750円
※�一部事項証明書、個人事項証明書、抄本、附票、身分証
明書、独身証明書等は広域交付の対象外。
●届書への戸籍の添付が不要になります
　本籍地でない市区町村に婚姻届等を提
出する際に必要とされていた、戸籍の添
付が原則不要となります。
　詳しくは法務省HPをご覧ください。➡
問：町民課町民室　☎37-5866

３月１日から戸籍の３月１日から戸籍の
広域交付等が始まります広域交付等が始まります
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保存版 令和６年度上期　し尿くみ取り予定令和６年度上期　し尿くみ取り予定
お住いの地区、申込業者、日程を確認のうえ、電話で予約してください。
※お盆や連休の前後は混み合うことが予想されます。ご注意ください。
� 問：環境エネルギー課　☎37-3116

ホームページ

地震に便乗した詐欺にご注意！地震に便乗した詐欺にご注意！

能登半島地震に関連して「町が義援金を
集めているという不審な電話がかかってきた」、
「支援品を求める不審な訪問があった」といった
相談があります。地震に便乗した不審な電話は
すぐに切り、訪問があっても断ってください。地
震発生後は被災地以外でもこのような詐欺や悪
質商法が発生する傾向にあります。

　公的機関が電話で義援金を求めることはありませ
ん。義援金を寄付する際には募っている団体の活動
状況や使途をよく確認しましょう。また、口座に振り
込む場合には振込先の名義をよく確認しましょう。
不安を感じた場合は消費生活センター等に相談して
ください。

トラブル
事例

問：町民課町民室　☎37-5866

＜消費生活相談を受け付けています＞
中部消費生活センターでは消費生活に関わる相談
を受け付けています。お気軽にご相談ください。
日：火～土曜日　　�９：00～17：30
　　月、祝日の翌日　８：30～17：00（電話相談のみ）　
　☎22-3000
場：倉吉交流プラザ（倉吉市立図書館）２階
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